
砂 川 市 条 例 第 １ 号 

   令和  ８年  ３月１０日 

 

 

 

 

砂川市立保育所条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

 

 

  

  

  

砂川市長  飯  澤  明  彦     

 

 

 

 

 

（ 別        紙 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   砂川市立保育所条例の一部を改正する条例 

 

 

砂川市立保育所条例（昭和39年条例第51号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表第２を次のように改める。 

別表第２（第３条関係） 

名称 入所定員 

砂川市立ひまわり保育園 90人

砂川市立さくら保育園 105人

砂川市立空知太保育所 60人

 

 

 

 

 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

 （準備行為） 

２ この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。 


